
平成２５年度 

第２回匝瑳市内循環バス利用向上対策委員会次第 

 

日時：平成２５年６月２８日（金）  

  午前１０時から         

場所：匝瑳市民ふれあいセンター   

２階 会議室          

 

 

１ 開会 

 

２ 委員長あいさつ 

 

３ 市長あいさつ 

 

４ 報告 

 （１）利用者からの意見募集結果について   資料１ 

 

５ 議事 

（１）匝瑳市内循環バス運行改正案について  資料２ 

 

６ その他 

（１）今後のスケジュールについて       

 

７ 閉会 

 



匝瑳市規則第１９９号 

 

匝瑳市内循環バス利用向上対策委員会規則 

 

（設置） 

第１条 市は、市民の交通手段である市内循環バスの利便性の向上について協議

するため、匝瑳市内循環バス利用向上対策委員会（以下「委員会」という。）を

設置する。 

（協議事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。 

（１） 市内循環バスのあり方及び諸問題に関すること。 

（２） 市内循環バスの運行見直しに関すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市内循環バスの利便性の向上に必要なこと。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員３０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、市内循環バスを利用する者及び運行に係わる者のうちから、市長が

委嘱し、又は任命する。 

 （委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が

指名した委員がその職務を代理する。 

 （任期） 

第５条 委員の任期は、１年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充さ

れた委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決

するところによる。 

４ 委員長は、委員会の運営に必要があると認めるときは、委員以外の者に必要

な資料を提出させ、又は会議に出席させて、その説明及び意見を求めることが

できる。 

（報告） 

第７条 委員長は、会議で決定した事項を文書で市長に報告しなければならない。 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は、環境生活課において処理する。 

 （その他） 

第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員

長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 



職名 氏名 備考

千葉県海匝土木事務所長 木村　　滋

匝瑳市建設課長 茅森　　茂

ｼﾞｪｲｱｰﾙﾊﾞｽ関東㈱八日市場支店長 渡辺　道彦

千葉交通㈱常務取締役 鵜澤　尚夫

匝瑳市福祉課長 平山　　弘

匝瑳市高齢者支援課長 太田　和利

匝瑳市産業振興課長 林　　勝美

匝瑳市教育委員会学校教育課長 椎名　和浩

匝瑳市校長会長 平山　孝雄

匝瑳市ＰＴＡ連絡協議会長 宮岡　文俊

匝瑳市中央地区区長会長 中川　恒一

匝瑳市豊栄地区区長会長 神子　宜志

匝瑳市須賀地区区長会長 髙野　宏昭

匝瑳市匝瑳地区区長会長 越川　　勇

匝瑳市豊和地区区長会長 椿　日出男

匝瑳市吉田地区区長会長 平山　正男

匝瑳市飯高地区区長会長 佐藤　正剛 委員長

匝瑳市共興地区区長会長 宇野　重美

匝瑳市平和地区区長会長 伊藤　良治

匝瑳市椿海地区区長会長 林　　眞示

匝瑳市野田地区区長会長 林　　勝也

匝瑳市栄地区区長会長 勝又　康之

匝瑳市シニアクラブ連合会長 鈴木　利雄

匝瑳市民生委員児童委員協議会長 伊藤　　稔

（敬称略）
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●経緯及び今後のスケジュールについて

第１回 第２回 第３回 第１回 第２回 第３回

時期 H24.9.27 H25.1.29 H25.3.25 H25.5.30 H25.6.28 H25.7～8予定

検討内容

【運行手段の検討】
・アンケート調査の実施に
ついて

【運行手段の決定】
・市内循環バスは継続と
し、平成２６年度に向けて
運行改正を進めていく

【運行計画の検討】
・新ルート（案）について

【運行計画の検討】
・新ルート（案）について、
各地区の意見等
・ダイヤについて
・運賃について
・停留所について
・運行日について

【運行計画の検討】
・運行改正案について

【運行計画の決定】

※会議の進行状況により、時期（会議の回数）・検討内容は変更することがあります

平成２５年度平成２４年度

パブリックコメント 

の実施 


	1 次第.pdf
	2 委員会規則.pdf
	3 （新）委員名簿.pdf
	4 経緯・今後のスケジュール.pdf

